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在留邦人の皆様へ 

 

海外在留邦人等向けワクチン接種事業 

（ノババックス・ワクチンに係る接種対象年齢の引き下げ）について 

 

日頃より当館の業務につきご理解、ご協力を頂きありがとうございます。 

 

海外在留邦人等を対象とした新型コロナワクチン接種事業について、以下のとおりお知らせします。 

 

今般、日本国内でノババックスのワクチンによる初回接種（１回目・２回目接種）の対象年齢が「満１８歳以上」から「満

１２歳以上」へ引き下げられたことに伴い、７月３０日より、海外在留邦人等向けワクチン接種事業におけるノババックス

のワクチンによる初回接種の対象年齢も「満１２歳以上」に変更されます。なお、３回目接種の対象年齢は引き続き１８

歳以上です。  

詳細については以下の外務省海外安全ホームページをご確認下さい。  

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 

以上 

 

 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

